
　警察官や検察官、銀行・信用金庫職員を名乗り、お客さまの口座番号や
暗証番号を聞き出そうとする事件が発生しています。ご注意ください。

「携帯電話の番号が変わった」
という電話は詐欺の手口

心当たりのない、記憶にない
請求は無視して相談

お金を借りるのに「保証金を払え」
は詐欺の手口

「お金を返すのでATMに行って
ください」は詐欺の手口

●電話がかかってきたら・・・！？
　　必ず一旦電話を切り、警察の相談窓口（短縮ダイヤル「＃９１１０」）や最寄り
　　の警察署、ご家族、お知り合いの方、または当金庫にご相談ください。
●郵便物が届いたら・・・！？
　　警察の相談窓口（短縮ダイヤル「＃９１１０」）や最寄りの警察署にご相談くだ
　　さい。
●詐欺の手口は日々変化しています。少しでも疑問を持ったら相談しましょう。

大阪信用金庫の職員が、お客さまに暗証番号等お伺いすることはございません。

　警察官や銀行・信用金庫職員を名乗り、「お客さまの預金口座が危険にさらされているので
口座を凍結する」あるいは「あなたの預金口座が振り込め詐欺に利用されている」等、言葉巧
みにお客さまの取引金融機関、口座番号、暗証番号を聞き出そうとしたり、キャッシュカード
を預かろうとする事件が発生しています。


